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ふるさと納税でフェリーとしま２の乗船券（二等）がもらえます！ 

【そもそも、ふるさと納税って？】

　

確定申告不要なサラリーマンなどの給与所得者等は、寄付先の自治体から送付される
特例申請書を寄付先自治体へ提出するだけでＯＫ

 十島村にふるさと納税で5万円寄付すると、お礼の品としてフェ

リーとしま二等席乗船引換券（往路・復路各1枚セット）が選べる

ようになりました。 

 多くの方が鹿児島‐口之島往復にして12,580円分の乗船引換

券が自己負担金2,000円で手に入ります。 

 手に入れた乗船引換券を口之島ダイビングサービス 北九州

事務所に送付頂ければ、口之島ツアー代から12,580円お値引す

ることが出来ます。 

 自治体への寄附金のことです。 

 自己負担金は2,000円。確定申告不要なサラリーマンなどの給与所得者等は、寄付先の自治体から

送付される特例申請書を寄付先自治体へ提出すると住民税から控除され、確定申告も不要です。 

 ※課税所得に応じて自己負担金は2,000円以上になる場合があります。 



【税金控除になるのはいくらまで？】

家族構成や給料収入、不動産収入の有無によって控除上限額が違います。

○控除額概算

夫婦と子供 夫婦のみ（配偶者控除あり） 単身者／共働き
400万円 25,000円 33,000円 43,000円
700万円 78,000円 86,000円 109,000円

1,000万円 156,000円 166,000円 178,000円
2,000万円 518,000円 530,000円 545,000円

ポイント
　控除金額の多い場合は、複数回フェリーとしま2乗船券を選ぶ事も可能です。
　例えば、控除金額が100,000円の方は、
　50,000円×2回＝100,000円ふるさと納税し、フェリーとしま2往復乗船券を2回選ぶことができます。
　また、控除金額が50,000円の方は
　50,000円ふるさと納税し、フェリーとしま2往復乗船券を1回選択できます。

まずは「ふるさとチョイス」の試算ページで自分がいくら控除できるのか計算しましょう！

※源泉徴収票や確定申告書の控をご準備下さい

http://www.furusato-tax.jp/example.html

給料収入（年）
控除上限額

http://www.furusato-tax.jp/example.html


控除金額を計算したら、十島村にふるさと納税しよう

① ふるさとチョイスが初めての方は、ホームページ右上にある、「無料会員登録」で会員登録をお勧めします
会員登録すると下記メリットがあります
　　気になる自治体やお礼の品をお気に入りに登録
　　寄附履歴を確認
　　寄附申し込みの際、あらかじめ登録した住所などが自動入力されて、手間が省ける
　　旬の特産品情報やランキング、ふるさと納税活用方法などをメールでお知らせ
　※会員登録しなくても、ふるさとチョイスは利用可能です

http://www.furusato-tax.jp/

② ふるさとチョイスの十島村のページから申込みます
　　　　※フェリーとしま2　二等乗船引換券（往復セット）はふるさとチョイス限定となってます

http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/46304

一覧にある「トカラ列島への旅　フェリーとしま2　二等席乗船引換券【往路・復路】セット」を
クリックすると詳細ページが開きます

【注意点】

　１．口之島ダイビングサービスのダイビングツアー以外でも、フェリーとしま２ご利用時は利用可能です。
　2．現時点、乗船引換券に有効期限は設定されていませんが、今後設定する可能性もあります。
　　　概ね1年以内にご利用下さい

http://www.furusato-tax.jp/
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/46304


③ 1週間程度で十島村役場からフェリーとしま2　二等乗船引換券と
ふるさと納税に係る特例申請書、返信用封筒が届きます

届いたフェリーとしま2　二等等乗船引換券は、ツアー参加の2週間前までに
口之島ダイビングサービス　北九州事務所に送付して下さい。
ツアー代から12,580円お値引させて頂きます。

  800-0255
　　福岡県北九州市小倉南区上葛原1-11-11-503
　　　口之島ダイビングサービス　北九州事務所
　　　　℡　090-6771-7490



④ 下記記入例を参考にして、ご記入下さい。
ご記入後、返信用封筒に入れてポストに投函すればＯＫです。

ふるさと納税に関してご質問などありましたら、十島村役場　総務課（099-222-2101）にお尋ね下さい


